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研究要旨
　欧州では 2015 年のシリア難民危機の際に難民の受け入れ体制が見直され、ガイドラインなどが出
されている。また難民を積極的に受け入れているカナダ、オーストラリアでも積極的に難民の健康
に関する公衆衛生対応の検討が行われている。感染症に関しては、国によっては入国前や入国時の
結核のスクリーニングが行われ、また入国後に医療機関を訪問した際に、B/C 型肝炎、HIV、性
感染症、ワクチンで予防可能な疾患、コレラ、マラリア、蠕虫感染症、腸寄生虫感染症、シャーガ
ス病に対するスクリーニングが行われている。

A . 研究目的
　2016 年に国連難民高等弁務官事務所 （UNHCR）
は、2015 年末時点で、世界において 6,530 万人が
自らの意志ではなく、移動を強いられ、支援を必
要としたと報告した。2015 年は、地中海やヨー
ロッパ南東部を経由して100 万人を超す難民・移
民が欧州に向かい、対応に追われた。海を渡る途
中に船が沈没し、溺死する人など犠牲者も多く出
した。最近では、ミャンマーのロヒンギャ難民が
50万人とも言われている。
　難民とは、1951 年の 「難民の地位に関する条約」 
において次のように定義されている。「人種、宗
教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に
属するなどの理由で、自国にいると迫害を受ける

かあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に
逃れた」 人々である。背景は、戦争、飢餓、貧困
と様々であり、国を越える人や国は越えず国内で
避難民としているなど様々な状況がある。
　1975 年に始まったインドシナ難民危機におい
て、ベトナム、ラオス、カンボジアに社会主義政
権が成立したことを主な理由に 90 年代半ばまで
難民が流出した。最終的に祖国を去った人は 144

万人に達したといわれている。日本には約 1 万人
が難民として到来し、そして定住が行われた。
　その後は、日本は難民の受け入れの数は少なく
2016 年の難民申請者は 10,901 人であったが、認定
者は 28 人であった。難民申請者は、多い順にイ
ンドネシア 1829 人、ネパール 1451 人、フィリピ
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ン 1412 人、トルコ 1143 人、ベトナム 1072 人であっ
た。認定された人は、アフガニスタン 7 人、エチ
オピア 4 人などであった。
　諸外国で見ると、例えばドイツは難民を積極的
に受け入れ、2011 年のシリア内戦以降、2015 年
までに 100 万人を超える受け入れを行っている。
難民の受け入れということにより、当然ながら健
康に関する課題が発生する。難民自身の健康をど
う保護するか、そして難民の間で感染症が流行し、
地域にまで広がる可能性もある。欧州に限らず、
カナダ、オーストラリア、米国など難民の健康に
関して様々なガイドラインや手引きなどが示され
ている。
　本研究では、欧州、カナダ、オーストラリアの
難民への公衆衛生対応についてとりまとめた。

 B . 研究方法
　世界保健機構 （WHO）、欧州疾病センター 

（ECDC）、イングランド公衆衛生庁 （PHE）、カナ
ダ、オーストラリアの情報を収集し、必要な事項
を抽出した。

  C  .  研究結果
 1  .  欧州の難民に対する対応
　シリア内戦が 2011 年に始まり、欧州への難民
が増加した。2015 年には、132 万人が欧州連合の
28 カ国に難民として申請が出された。申請が出さ
れた人数をその国の人口あたりで割合を算出した
ところ、一番多かったのはハンガリー、次いでス
ウェーデン、オーストリアであった。実際の数は
ドイツが最も多く、2015 年に 44 万人を受け入れ、
ついでハンガリーが 17 万人であった。2016 年の
初旬から欧州連合とトルコの間で難民の移動を制
限することが合意され、2016 年の 1 月から 3 月ま
で 15 万人がギリシャに入国したが、4 月から 7 月
までは 8,000 人と減少した。その後は、サハラ以
南からの経済移民 （シリア等からではなく） が地
中海経由でイタリアに船で入国している。2016 年
1 月から 5 月は 2,500 人が地中海を移動する際に船
の事故で死亡したといわれている。
 2  .  難民の入国時の健康問題
　どのような人が難民として来たのかは、健康に
関する課題を考える上で重要になる。2015 年にお

いて難民の性別年齢で最も多かったのは、シリア、
イラク、アフガニスタンからの難民申請者のうち
男性が 7 割から 8 割を占めていた。年代別では、
男性の 18-34 歳が 4 割、17 歳未満が 2 割で若い年
代に多かった。また、パキスタン、バングラデシュ
からの難民申請者は 95％が男性であった。長旅で
危険を冒したりするという状況においては若い男
性でなければなしえないという背景もあると考えら
れる。このような人々の健康状態は、一般的に健
康でないと移動ができないということで、”healthy 

immigrant （または単に migrant） effect” と呼ば
れる言葉もある。
　しかしながら、トルコからギリシャを経由した
難民の入国時の健康問題として多かったものを表
1 に示した。症状として最も多かったのは呼吸器
疾患であり、そのほかは頭痛や上腹部痛などコモ
ンな疾患が続く。

表 1 .  トルコからギリシャを経由した難民の
　　   入国時の健康問題 （n=3280） [1]

症状　　　　　　　　人数の割合（％）
呼吸器症状　　　　　　　 23

筋肉痛　　　　　　　　　 18

頭痛　　　　　　　　　　 10

上腹部痛　　　　　　　　　9

皮膚の発疹　　　　　　　　8

アレルギー反応
　または皮膚紅斑　　　　　8

精神疾患　　　　　　　　　5

けが　　　　　　　　　　　5

歯科の問題　　　　　　　　3

循環器疾患　　　　　　　　3

妊娠　　　　　　　　　　　1

3  .  欧州での難民の公衆衛生対応
　欧州連合では、統一された個人の健康記録 

（Personal Health Record） 管理システムが DG 

SANTE により2015 年に作成され、RE-HEALTH 

という難民受付センターと関係機関間のネット
ワークを改善し、医療者向けの 「難民のヘルスア
セスメントの手引き」 を使用した難民の健康改善
を目的とするプロジェクトが International Organ-

ization for Migration （IOM） 主導によって 2016

年より始まっている [2, 3]。また、難民受付セン
ターでの質問紙によるヘルススクリーニングは全
ての EU 加盟国で行われている。スクリーニング



–  73  –

形式は標準化されておらず、スタッフによる疑わ
しい人への質問でのスクリーニングが主である
が、今後は RE-HEALTH により統一される可能
性がある。
　難民へのヘルススクリーニングは、ドイツ、ハ
ンガリー、スロベニア、スウェーデンでは、ヘル
ススクリーニングは健康弱者 （要医療者） の抽出
を目的としては行われてはいない。ドイツでは、
受付スタッフが感染症兆候のスクリーニングを目
的とした質問を行っている。イタリアでは個室で
初回スクリーニングが行われ、妊婦と小児には特
に注意が払われる。スウェーデンでは自発的な 

（voluntary） スクリーニングであり、医療ニーズ
の必要性の有無の確認と感染症コントロールのた
めに質問により行われる。障害者と緊急処置の必
要な妊婦と PTSD 罹患者は他の方法で認識される
ことになる。オーストリアでは、医療が必要な場
合は医師が Ministry of the Interior に報告し、治
療が行われる。
　欧州の保健機関では、下記に対して現在の移民
の健康問題として下記を挙げている [4]

● ノミ、疥癬などの人口関連感染症 （ブルガリア、
ドイツ、ギリシャ、イタリア、スウェーデン）

● 不衛生環境を起因とする真菌皮膚感染症 （ブル
ガリア）

● 呼吸器感染症 （ブルガリア、スロベニア、ス

ウェーデン） ; 特に小児
● 精神疾患、PTSD （ドイツ、スウェーデン）
● 歯関連問題 （スロベニア、スウェーデン）
● 胃腸関連疾患 （ギリシャ、イタリア）
● 結核 （オーストリア、ドイツ ; 特に小児）
● 外傷 （イタリア）
　英国では、Home Off ice により、指定された国
からの移民に対して、入国前の結核スクリーニン
グが義務付けられている [5]。この処置は、結核
まん延地域 [6] からの移民に対する結核スクリー
ニングが有用であったというエビデンスに基づく 

[7]。その他に、B/C 型肝炎、HIV、性感染症、
ワクチンで予防可能な疾患、コレラ、マラリア、
蠕虫感染症、腸寄生虫感染症、シャーガス病につ
いてもスクリーニングされている国もある。症候
群サーベイランスとして、呼吸器疾患、肺結核疑
い疾患、血性下痢、水様下痢、発熱を伴う発疹、
髄膜炎/脳炎または脳症/昏睡、発熱を伴うリン
パ節炎、ボツリヌス様疾患、敗血症または説明で
きないショック、出血性疾患、急性黄疸、寄生虫
皮膚疾患、説明できない死についても考慮されう
る。性感染症スクリーニングは症状の有無に関わ
らず行うべきとされている [8]。ECDC は 2015 年
に、移民受付の際の症候群サーベイランスの実施
の補助となるハンドブックを作成している [9]。
主要な症候を表 2 に示した。

表 2 .  難民において考慮すべき疾患とその症候
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 4  .  カナダでの移民難民に対するガイドライン
[10]

　カナダの移民および難民の健康に関するエビデ
ンスに基づく臨床ガイドラインでは以下のような
推奨を行っている。
　感染症に関するエビデンスに基づく勧告の概要
　麻疹、おたふく風邪、風疹
　予防接種記録のないすべての成人移民に対し
て、麻疹・おたふく風邪・風疹ワクチンを 1 回接
種する。予防接種記録がない、または不明のすべ
ての子どもの移民に対して、年齢に適した麻疹・
おたふく風邪・風疹についてのワクチン接種を行
う。
　ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ
　予防接種記録のないすべての成人移民に対し
て、第 1 期の破傷風、ジフテリア、および不活化
ポリオワクチン （ 3 回） の接種を行う。その初回
には無細胞百日咳ワクチンを含めるべきである。
　予防接種記録がない、または不明のすべての子
どもの移民に対して、年齢に適したジフテリア、
百日咳、破傷風、およびポリオのワクチン接種を
行う。
　水痘
　13 歳未満のすべての子どもの移民に対して、血
清検査なしに水痘ワクチンを接種する。
　熱帯諸国から来た 13 歳以上のすべての移民お
よび難民に対して血清水痘抗体のスクリーニング
を実施し、感受性があることが判明した者にワク
チンを接種する。
　B 型肝炎
　アフリカ、アジア、東欧など、慢性 B 型肝炎ウ
イルス感染の血清陽性率が中等度または高値 （B

型肝炎表面抗原の陽性率≧2％） の国から来た成
人と子どもに対して、B 型肝炎表面抗原、B 型肝
炎コア抗体、および B 型肝炎表面抗体のスクリー
ニングを実施する。
　B 型肝炎表面抗原が陽性の場合 （慢性感染）、専
門医に紹介する。
　感受性のある者 （ 3 種のマーカーすべてが陰
性）にワクチンを接種する。
　結核
　結核の発生率の高い国から来た子ども、20 歳未
満の青年、および 20～50 歳の難民に対してカナダ

到着後できるだけ早く、ツベルクリン反応検査に
よるスクリーニングを実施する。
　検査結果が陽性の場合、活動性結核を除外した
のち、潜伏結核感染を治療する。
　イソニアジドを使用する場合、肝毒性を注意深
く監視する。
　HIV

　HIV 感染率が 1 ％を超える国々 （サハラ以南の
アフリカ、カリブ海諸国、およびタイ） から来た
すべての青年および成人に対し、インフォームド
コンセントを得た上で HIV のスクリーニングを
実施する。
　HIV 陽性者を HIV 治療プログラムと検査後カ
ウンセリングにつなぐ。
　C 型肝炎
　有病率≧ 3 ％の地域 （南アジア、西欧、北米、
中米、および南米を含む） から来たすべての移民
および難民に対し、C 型肝炎ウイルス抗体のスク
リーニングを実施する。
　検査結果が陽性の場合、肝臓専門医に紹介する。
　腸内寄生虫
　糞線虫属  :  東南アジアおよびアフリカから新た
に到着した難民に対し、血清検査による糞線虫属
のスクリーニングを実施し、陽性であればイベル
メクチンで治療する。
　住血吸虫属  :  アフリカから新たに到着した難民
に対し、血清検査による住血吸虫属のスクリーニ
ングを実施し、陽性であればプラジカンテルによ
り治療する。
　マラリア
　マラリアのルーチンスクリーニングは実施しな
い。
　最近 3 カ月以内にマラリア流行地に住んでい
た、または旅行した移民の症候性マラリアに注意
する （発熱がある場合、あるいはサハラ以南のア
フリカから来た移民の場合、マラリアを疑う）。
迅速診断検査および厚層・簿層マラリア塗抹標本
検査を実施する。

　精神衛生と肉体的・精神的虐待に関するエビデ
ンスに基づく勧告の概要
　うつ
　総合的治療プログラムが利用可能な場合、系統
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的臨床調査または有効な患者健康質問票 （PHQ-9

または同等物）を用いて成人に対してうつのスク
リーニングを行う。
　大うつ病患者は身体症状 （疼痛、疲労、あるい
はその他の非特異的症状） を呈する可能性があ
る。
　うつが疑われる場合、総合的治療プログラムと
ケースマネジメントまたはメンタルヘルスケアに
つなぐ。
　心的外傷後ストレス障害
　訴えのない個人に外傷についての説明を求める
ことは、益よりもむしろ害になる可能性があるた
め、外傷を受けた状況に関するルーチンスクリー
ニングは実施しない。
　心的外傷後ストレス障害（原因不明の身体症状、
睡眠障害、抑うつやパニック障害などの精神健康
障害）の徴候・症状に注意する。
　児童虐待
　児童虐待のルーチンスクリーニングは実施しな
い。
　身体・精神検査中に児童虐待の徴候・症状に注
意し、合理的疑いがある場合や患者から説明を受
けたのちには、さらに評価する。
　10 代の母親、片親、社会的孤立、低い社会経済
状況、精神衛生あるいは薬物乱用の問題を抱えて
いるなど、高リスクの状態にある移民および難民
の母親に対して、生後 2 年間を対象とする家庭訪
問プログラムを提供すべきである。
　近親者間暴力
　近親者間暴力に関するルーチンスクリーニング
は実施しない。
　近親者間暴力に関連する潜在的徴候・症状に注
意し、合理的疑いがある場合や患者から説明を受
けたのちには、さらに評価する。
　注  :  PHQ-9＝ 9  項目の患者健診質問票。

　慢性非感染性疾患に関するエビデンスに基づく
勧告の概要
　 2 型糖尿病
　 2 型糖尿病のリスクの高い民族集団 （南アジア、
ラテンアメリカ、およびアフリカ） 出身の 35 歳を
超える移民および難民に対して、空腹時血糖検査
によるスクリーニングを実施する。

　鉄欠乏性貧血
　女性
　妊娠可能年齢の女性移民及および難民に対し
て、鉄欠乏性貧血のスクリーニング （ヘモグロビ
ンによる） を実施する。
　貧血がある場合は調査して、適切であれば鉄分
補給を推奨する。
　子ども
　 1 ～ 4 歳の子どもの移民および難民に対して、
鉄欠乏性貧血のスクリーニング （ヘモグロビンに
よる） を実施する。
　貧血がある場合は調査して、適切であれば鉄分
補給を推奨する。
　歯科疾患
　すべての移民に対して、歯痛のスクリーニング
を実施する。歯痛を非ステロイド性抗炎症薬で治
療し、患者を歯科医に紹介する。
　すべての子どもおよび成人の移民に対して、明
らかな齲蝕と口腔疾患のスクリーニングを行い、
必要であれば歯科医または口腔衛生専門家に紹介
する。
　視力
　年齢に適した視力障害スクリーニングを実施す
る。
　視力が 6/12 未満 （習慣的矯正法を用いて） の場
合、眼の包括的評価のために検眼士または眼科医
に患者を紹介する。

　女性の健康に関するエビデンスに基づく勧告の
概要
　避妊
　生殖年齢の女性移民に対して、カナダ到着後ま
もなく、満たされていない避妊ニーズに関してス
クリーニングを実施する。
　文化的に配慮した、患者中心の避妊カウンセリ
ング （女性が選択した方法を与える、その場で避
妊法を提供する、良好な対人関係を育成する） を
提供する。
　ヒトパピローマウイルスのワクチン接種
　 9 ～26 歳の女性患者に対して、ヒトパピローマ
ウイルスのワクチンを接種する。
　子宮頚部細胞診
　性的に活発な女性に対して、パパニコロー （Pap）
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検査により子宮頸部異常のスクリーニングを実施
する。
　情報、信頼関係、および女性開業医へのアクセ
スがスクリーニングとフォローアップの理解を高
める。
 5  .  オーストラリアでの取り組み [11]

　オーストラリアでの取り組みとして、難民に準
ずる背景をもつ人々の健康アセスメントに関する
オーストララシア感染症学会およびオーストラリ
ア難民健康ネットワークの勧告を紹介する。
1） 抄録
　緒言  :  2009 年にオーストララシア感染症学会
は、最近到着した難民の到着後健康アセスメント
に関するガイドラインを発表した。それ以後、オー
ストラリアにやって来る難民と庇護希望者の数は
大幅に増加し （2015～2016 年に17,555 人）、出身
国にも変化が見られた。これらの集団はオースト
ラリア到着前にヘルスケアへのアクセスが乏し
かった可能性が高く、その結果、さまざまな慢性
疾患や感染症のリスクがある。われわれは、2009

年のガイドラインを最新のものにするために、感
染症専門医、一般開業医、公衆衛生専門家、小児
医、および難民保健師を包含する諮問グループを
設立した。
　主要な勧告  :  難民に準ずる背景をもつすべての
人々 （子どもを含む） に、理想的にはオーストラ
リア到着後 1 カ月以内に、各々に合わせた包括的
な健康アセスメントおよび管理計画を提供すべき
である。一般開業医あるいは診療所との最初の接
触が遅れた場合は、いかなる時点でもこれを提供
することができる。推奨されるスクリーニングは、
病歴、検査、過去の調査によって変動し、年齢、
性別、出身国、および通過経路とリスクプロファ
イルに基づいて調整される。ガイドラインの完全
版は、http://www.asid.net.au/documents/item/ 

1225 から入手可能である。
　本ガイドラインによる管理法の変更点：本ガイ
ドラインは、庇護希望者を含む、難民に準ずる背
景をもつすべての人々に適用される。本ガイドラ
インは、非感染性疾患に関してより多くの情報を
提供し、アフリカと同様にアジアと中東を出身領
域として考慮する。重要な変更点は、人間中心の
ケアの重視 ; C型肝炎ウイルス、マラリア、住血

吸虫症、および性行為感染症に関する、画一的で
はなくリスクに基づいたスクリーニング；予防接
種ガイドラインの最新化；および栄養欠乏、女性
の健康、精神衛生など、他の問題に関する新しい
勧告などである。
2） 現在の出発前スクリーニング
　オーストラリアへのすべての定住移民は、出発
の 3 ～12 カ月前に移住前の入国健康診断を受ける
が （29）、それには完全な病歴聴取と検査が含ま
れる。調査は年齢、危険因子、ビザの種類 （30） 
によって異なるが （30）、以下のものが含まれる :

・現在または過去の結核を調べるための胸部X線
検査（年齢11歳以上） ;
・インターフェロンγ遊離試験あるいはツベルク
リン反応検査による潜伏結核感染のスクリーニ
ング （人道ビザを保有する場合、有病率の高い
国から来た場合、あるいは家庭内接触がすでに
あった場合に、2 ～10 歳の子どもを対象とする） ;
・HIV 血清検査 （年齢15歳以上、保護者のいない
未成年者） ;
・B型肝炎表面抗原（HBsAg）検査（妊婦、保護者
のいない未成年者、オンショア保護ビザ、医療
従事者） ;
・C 型肝炎ウイルス （HCV） 抗体検査 （オンショ
ア保護ビザ、医療従事者） ;
・梅毒血清検査 （年齢 15 歳以上、人道ビザ、オン
ショア保護ビザ）。
　注  :  ①既に国内にいる人を難民として認定する 

「オンショア」、難民認定制度や補完的保護に相当
するもの （保護ビザ） と、②「オフショア」、我が
国の第三国定住に相当するものの二本柱で構成さ
れており、後者が圧倒的に多い。
　人道的入国者は、出発地とビザのサブタイプに
応じて、任意の出発前健康診断も提供される （31）。
出発前健康診断には、流行地域におけるマラリア
の迅速診断検査と治療、アルベンダゾールの 1 回
量による蠕虫感染の経験的治療、麻疹・おたふく
風邪・風疹のワクチン接種、および適切であれば
黄熱とポリオのワクチン接種が含まれる。現在、
シリアからの難民コホートは、入国健康診断と出
発前健康診断を組み入れた拡大スクリーニング
と、さらにメンタルヘルス検査および予防接種を
受ける。
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　船で到着した庇護希望者は、通常、移民収容施
設において到着時の健康アセスメントを受けてい
る。航空機で到着した庇護希望者は、出発前の入
国健康診断を受けていない。
3） 一般的勧告
　われわれの全般的勧告は、難民に準ずる背景を
もつすべての人々 （子どもを含む） に対して、理
想的にはオーストラリア到着後 1 カ月以内に、包
括的健康アセスメントと管理計画を提供すること
である。このアセスメントは、一般開業医あるい
は診療所との最初の接触が遅れた場合は、到着後
いかなる時点でも提供することができる。また、
収容が解除された庇護希望者に対しても提供され
るべきである。オーストラリア滞在 12 カ月未満
の人道的入国者は、一般開業医のメディケア払い
戻し健康アセスメントを受けられる。そのような
アセスメントは、プライマリケアの場、あるいは
集学的な難民診療所において行われる可能性があ
る。文書化された海外のスクリーニングと予防接
種記録、および臨床評価も、診断検査の助けとな
るだろう。
　医療提供者は、到着後アセスメントを完了する
際は、人間中心のケアという原則に従うべきであ
る （32, 33）。それには以下が含まれる : 患者の価
値、選好、およびニーズの尊重；ケアにおける患
者の家族および他の医療提供者との協調と統合 ;

コミュニケーションと教育の最適化 ; 必要な場合
は通訳者の提供 ［連邦政府資金による翻訳・通訳
サービスのための Doctor Priority Line （医師優
先の電話サービス） は、1300 131 450である］ ; お
よびヘルスリテラシーを支援するための視覚教
材、文書の補助資料、およびティーチバック･テ
クニックの利用 （34）。健康アセスメントは任意
であり、結果はビザの状況や庇護申請に影響しな
いことを説明することが重要である。
4） 特異的勧告
　勧告は、感染症と非感染症という 2 つの部門に
分けられる。ボックス 2 に、すべての推奨検査の
チェックリストを提示し、ボックス 3 に国別の勧
告の詳細を示す。以下に概要を示す。管理、フォ
ローアップ、および子どもと妊婦についての考慮
事項に関する勧告の詳細については、ガイドライ
ン完全版を参照のこと。

感染症
　結核  :  

・予防治療とフォローアップの提供を意図して潜
伏結核感染検査を提供する。
・35 歳以下のすべての人々に潜伏結核感染のスク
リーニングを提供する。
・ 2 ～10 歳の子どもは、出発前スクリーニングの
一環として潜伏結核感染のスクリーニングを受
けた可能性がある。
・35 歳以上の人々における潜伏結核感染のスク
リーニングと予防治療は、個人の危険因子と特
定の州あるいは準州における所轄の要件によっ
て決まる。
・潜伏結核感染のスクリーニングのためにツベル
クリン反応検査またはインターフェロンγ遊離
試験 （血液） のどちらかを用いる。
・ 5 歳未満の子どもには、インターフェロンγ遊
離試験よりもツベルクリン反応検査の方が望ま
しい。
・ツベルクリン反応検査あるいはインターフェロ
ンγ遊離試験の陽性患者を、活動性結核のアセ
スメントと除外および潜伏結核感染治療の検討
のために専門家による結核サービスへ紹介す
る。
・スクリーニング検査の結果にかかわらず、活動
性結核の疑いがある人は専門家のサービスへ紹
介する。
マラリア  :

・マラリア流行地 （ボックス 3 ） から、あるいは
流行地を通って移動した人に対して、症候がな
い場合は到着後 3 カ月以内、発熱がある場合は
12 カ月以内のいつでも （出発前のマラリア検査
や治療にかかわらず）、マラリア調査を行うべ
きである。
・血液厚層・簿層両方の塗沫標本検査および抗原
ベースの迅速診断検査を行う。
・マラリアの全患者は、専門家による感染症サー
ビスによって、あるいはそれと相談して治療す
べきである。

HIV  :

・以前の結果が陰性でも、その後の HIV 獲得の
可能性は除外されないので、15 歳以上のすべて
の人々、保護者のいない未成年者および養育者
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から分離されたすべての未成年者に対して、
HIV 検査を提供する （この勧告に関して合意が
得られていないことに留意する）。

HBV  :

・入国健康診断の一環としてすでに完了している
のでなければ、すべての人々に HBV 感染検査
を提供する。
・HBV 感染アセスメントには、HBsAg、HB表
面抗体、および HB コア抗体検査が含まれる。
・HBsAg 検査結果が陽性であれば、臨床評価、
腹部超音波検査、および血液検査によるさらな
るアセスメントとフォローアップが必要であ
る。

HCV  :

・以下に該当する人々に対して HCV 検査を提供
する。
- HCV の危険因子をもつ；
- HCV の有病率が高い （＞3％） 国に住んでい
た ;

- 旅行先や危険因子の履歴が不明である。
・最初の検査は HCV 抗体検査である。結果が陽
性の場合、HCV RNA 検査を依頼する。
・HCV RNA 検査結果が陽性の場合、さらなるア
セスメントのために、HCV 治療の認定医に紹
介する。
住血吸虫症  :

・流行国に住んでいた、または途中で通過した
人々に対して、住血吸虫症血清検査を提供する 

（ボックス 3 ）。
・血清検査が陰性の場合、フォローアップは必要
ない。
・血清検査が陽性あるいは不明確な場合 :

- プラジカンテル 1 回量 20 mg/kg を、4 時間
空けて 2 回経口投与する。さらに

- 便の鏡検による虫卵検査、尿試験紙による血
尿検査、および血尿がある場合は終尿の鏡検
による虫卵検査を行う。

・尿または便中に虫卵が認められた場合は、さら
に終末器官疾患を評価する。
糞線虫症：  

・すべての人々に糞線虫血清検査を提供する。
・血清検査が陽性あるいは不明確な場合 :

- 好酸球増加を調べて、便中の虫卵、嚢子、虫

体の鏡検を行う。
- 異常があれば、イベルメクチン 200mg/kg （体
重 15kg 以上） を第 1 日目と第 14日目に投与
し、好酸球数と便試料を再検査する。

・妊婦と体重 15kg 未満の子どもを専門家に紹介す
る。
腸内寄生虫  :

・血液検査で好酸球増加を調べる。
・出発前アルベンダゾール投与の記録がある場
合 :

- 好酸球増加がなく、症状もない場合、調査や
治療は必要ない。

- 好酸球増加が認められれば、便中の虫卵、嚢
子、虫体の鏡検を行い、必要な治療を行う。

・出発前アルベンダゾール投与の記録がない場
合、現地の資源と実践によって、以下の 2 つの
選択肢が容認できる：
- アルベンダゾールの経験的単回投与 （年齢 6

カ月超、体重 10kg 未満、用量 200mg ; 体重
10kg 以上、用量 400mg ; 妊婦では避ける、
クラス D 薬）。

- 便中の虫卵、嚢子、虫体の鏡検を行い、必要
な治療を行う。

Helicobacter pylori （ヘリコバクター・ピロリ） :
・H. pylori 感染のルーチンスクリーニングは推
奨しない。
・高リスクグループ （胃癌の家族歴、消化性潰瘍
の症状・徴候、または消化不良） の成人におい
て便抗体検査あるいは呼気検査によるスクリー
ニングを行う。
・慢性腹痛または食欲不振のある子どもには、H. 

pylori 感染の他に、他の一般的な原因が存在す
るはずである。
・検査の全陽性者を治療する （詳細はガイドライ
ン完全版、表 1.5 および 9.1を参照）。

STIｓ
・STI 獲得の危険因子を有する人々あるいは希望
者に対して STI スクリーニングを提供する。難
民に準ずる背景をもつ人々に対する到着後の一
般的 STI スクリーニングは、現在のエビデンス
では支持されない。
・STI のスクリーニングには、自己採取膣スワブ
または初尿の核酸増幅検査、およびクラミジア
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と淋病に関する咽頭および直腸スワブの検討、
梅毒・HIV・HBV の血清検査が含まれる。
・梅毒血清検査は、15 歳未満の、保護者のいない
子どもおよび養育者から分離された子どもに提
供すべきである。
皮膚疾患  :

・初期理学的検査の一環として皮膚を診察すべき
である。
・鑑別診断は、出身地域によって異なる （詳細は

ガイドライン完全版の表 11.1を参照）。
予防接種  :

・キャッチアップ予防接種を難民の背景をもつ
人々に提供し、彼らが同年齢のオーストラリア
出生者と同等の免疫性を持つようにする。
・文書の予防接種記録がない場合、完全なキャッ
チアップ予防接種を推奨する。
・自然感染の履歴がない場合、14 歳以上の者に
水痘血清検査を推奨する。
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・風疹血清検査を、出産可能年齢の女性において
完了すべきである。

非感染性疾患
貧血およびその他の栄養上の問題  :

・貧血およびその他の血液状態に関する血液検査
スクリーニングを全員に提供する。
・子ども、妊娠可能年齢の女性、危険因子を持つ
男性に対して血清フェリチンを用いた鉄欠乏の
スクリーニングを提供する。
・低ビタミン D 状態の危険因子を 1 つ以上持つ
人々において、初期健康スクリーニングの一環
としてビタミン D 状態を調べる。
・低ビタミン D 状態にある人々に対しては、連
日投与または高用量療法と日光暴露の助言を組
み合わせて、ビタミン D 値が正常範囲に回復
するように治療を行うべきである。
・食物の入手が制限されていた履歴を持つ人々、

特にブータン、アフガニスタン、イラン、およ
び 「アフリカの角」 地域からの人々に対して、
ビタミンB12欠乏のスクリーニングを考慮する。
成人における慢性非感染性疾患  :

・Royal Australian College of General Practi-

tioners Red Book （35） の勧告に従って、以下
のアセスメントを含む非感染性疾患のスクリー
ニングを提供する :

- 喫煙、栄養、アルコール、および身体活動
- 肥満、糖尿病、高血圧、心血管疾患、慢性閉
塞性肺疾患、および脂質障害

- 乳癌、腸癌、および子宮頚癌
・まず、非感染性疾患の有病率が高い地域から来
た人々、あるいは体格指数 （body mass index） 
またはウエスト周囲増加が見られる人々におい
て、糖尿病と心血管疾患リスクを評価する。
精神衛生  :

・情緒面の健康と精神衛生に関するトラウマイン
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フォームド・アセスメントは、到着後スクリー
ニングの一部である。初診時に詳細について具
体的に質問することは一般的に賢明ではない
が、過去のトラウマとウエルビーイングに対す
る影響の可能性を知っていることは必須であ
る。
・子どものアセスメントを行う場合、機能障害、
行動障害、および発達過程ならびに精神症状を
考慮する。
聴力、視力、および口腔衛生  :

・聴力、視力、および歯科衛生の臨床評価は、プ
ライマリケア・健康スクリーニングの一部とし
て組み込むべきである。
女性の健康  :

・慢性疾患、大腸癌、乳癌、子宮頚癌の個々の危
険因子を考慮して、女性に標準予防スクリーニ
ングを提供する。
・妊娠と授乳を考慮し、必要ならば避妊の助言な
ど、ライフステージに合わせた適切な助言と教
育を、青年期を含むすべての女性に対して提供
する。
・対応する医師は、女性器切除・切断および強制
的結婚に関連する臨床上の問題、専門用語、法
律について知っているべきである。

 D . 考察
　英国と欧州では2015年のシリア難民危機の際に
難民の受け入れ体制が見直され、また難民受け入
れを積極的に行っているカナダやオーストラリア
もエビデンスに基づいた対応が行われている。感
染症に関しては、英国では指定された国からの移
民に対しては入国前に結核のスクリーニングが義
務付けられている。胸部レントゲン写真撮影と、
疑い例には喀痰塗抹検査後の医師の診断書が必要
となる。他の感染症については、入国後に受付で
の主に感染症に対する質問によるヘルススクリー
ニングと、医療機関を訪問した際に、NHS での GP

による B/C 型肝炎、HIV、性感染症、ワクチンで
予防可能な疾患、コレラ、マラリア、蠕虫感染症、
腸寄生虫感染症、シャーガス病に対するスクリー
ニングが推奨されているが、標準的なスクリーニ
ングは確立されていない。
　我が国においても今後避難民を受け入れる可能

性がある場合に備えて諸外国の対応を参考に入国
前や入国後の健診などの対応について検討を行う
必要がある。
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